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保育所等における気象警報等の発表時の対応について 

 
香芝市立保育所、認定こども園及び幼稚園においては、気象警報等が発表された場合に

は、原則として休所・休業とし、家庭保育をお願いすることとしておりました。 

しかし、気象警報等が発表された場合に一律に休所・休業とすることは、市立保育所、

認定こども園及び幼稚園が保育の必要性に十分に応えられていないという課題がありまし

た。 

そこで、本市においては、市立保育所、認定こども園及び幼稚園（２号、３号及び新２

号認定の子どもに係る部分に限る。）については、従来の運用を見直し、下記のとおり対

応することとしました。 

 

記 

１ 運用を見直す期日 

 令和６年１０月１日 

 

２ 対象施設 

  市立保育所、認定こども園及び幼稚園（２号、３号及び新２号認定の子どもに係る部

分に限る。） 

 

３ 対象施設を休所・休業することとする気象警報等 

 ⑴ 特別警報 

大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雪特別警報、暴風特別警

報、暴風雪特別警報 

 ⑵ 警報 

  ア 大雪警報及び暴風雪警報 

イ 大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、洪水警報及び暴風警報（ただし、こ

れらの警報の発表時については、天候が悪化する見込みである場合で、緊急速報メ

ールで休所・休業の連絡をしたときに限る。） 

 ＊関屋幼稚園については、大雨警報（土砂災害）の発表時には休園とします。 

 ⑶ 避難指示等 

  対象施設を対象とする緊急安全確保又は避難指示 

以 上 
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